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＜お知らせ＞ 

平成28年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 

（離島の低炭素地域づくり推進事業） 

対象事業者の２次公募について 

 

平成２８年８月２９日 

一般社団法人 温室効果ガス審査協会 

ASSET事業運営センター 事業部 

 

一般社団法人温室効果ガス審査協会 ASSET 事業運営センターでは、環境省から平成 28

年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（離島の低炭素地域づくり推進事業（離島事

業）。以下、「本事業」という。）の交付決定を受け、１次公募（４月２８日～６月９日）を

行いましたが、続けて離島補助事業者の２次公募を実施いたします。 

 なお、本事業の公募を実施するにあたり公募説明会は実施いたしません。 

 

１．事業概要 

本土と系統連系がない（オフグリッド）離島はＣＯ２排出量が大きく高コストのディ

ーゼル発電に依存しております。さらに、本土に比べて電力系統が脆弱なため、再生可

能エネルギーの大幅な導入拡大が困難な状況にあります。これらの課題・制約を克服し、

蓄電池等を活用して先導的な再生可能エネルギーを導入し、需要側のエネルギー消費削

減等と併せた低炭素地域づくりを推進し、離島における自立・分散型低炭素エネルギー

社会モデルを確立し、他地域や海外の島嶼地域への展開を図ることを目的としておりま

す。 

本事業では、各地域の離島の特性を生かした先導的な再生可能エネルギーや蓄電池の

パッケージでの導入等、離島におけるエネルギーコスト・制約を考慮した、波及性の高

い先導的なモデルを構築する事業に対して補助を行います。 

 

２．２次公募詳細 

２次公募については、下記２次公募要領をご確認ください。 

 

平成 28 年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（離島の低炭素地域づくり推進事業

２次公募要領 (PDF) 

 

なお、他の帳票、記入例、交付規程、交付要綱・実施要領、参考資料等は、下記 URL

の「公募について」をご参照ください。 

http://www.gaj.or.jp/rto/rule/index.html 

 

■公募要領 

http://www.gaj.or.jp/2016_rto_form/rt28a1_2.pdf
http://www.gaj.or.jp/2016_rto_form/rt28a1_2.pdf
http://www.gaj.or.jp/rto/rule/index.html
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A2 【別添 1】 申請様式（Word） 

A3 【別添 2】 経理的基礎等に関する提出書類（PDF） 

A4 【別添 3】 暴力団排除に関する誓約事項(H28.5.9 改正)（PDF） 

A5 【記入例】 別添 1 別紙 2 経費内訳（PDF） 

A6 【記入例】  見積書（H28.7.26 改正）（PDF） 

A7 
【添付資料】（改訂版）ハード対策事業計算ファイル（H28.8.29 改正）

（Excel） 

A8 【記入例】  ハード対策事業計算ファイル（H28.8.29 改正）（PDF） 

A9 

(NEW) 
【記入例】 別添１様式第１申請様式 （PDF） 

 

３．２次公募期間 

平成 28 年 8 月 29 日（月）～平成 28 年 9 月 20 日（火）17 時必着 

 

４．２次公募に関するお問い合わせ 

電子メール以外でのお問い合わせはできませんのでご注意ください。 

なお、過去のお問い合わせは、下記 URL の「Ｑ＆Ａ」をご参照ください。 

 http://www.gaj.or.jp/rto/rule/qa.html 

 

また、公平性を期すため、問い合わせ期間を設けております。 

以上 

1 問い合せ期間 平成 28 年 8 月 29 日（月）～9 月 12 日（月）15 時まで 

2 公募質問票 

離島事業質問票（Excel ファイル） 

公募の内容に関して質問のある方は、質問票に必要事項と

質問内容を記入し、メール送付先に添付して送信。 

3 メール送付先 rto@gaj.or.jp 

4 メール件名 【問い合わせ】平成 28 年度離島事業（御社名） 

http://www.gaj.or.jp/rto/rule/qa.html
http://www.gaj.or.jp/rto/contact/rt28qa.xls
mailto:rto@gaj.or.jp

